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第３章 サウンディング調査 

第１節 調査の概要 

１ 目的 

民間事業者との対話を通じて、美里公園における市場性の有無や活用のノウハウ・ア

イデアを把握することにより、美里公園の利活用方針や具体的な整備手法、公園の付

加価値を高める機能などを検討し、今後の事業者公募等に活かすことを目的として、

サウンディング調査を実施した。 

 

２ 対話項目 

調査にあたっては、 「第２章 基礎条件整理」で整理した美里公園の課題等を踏まえ、

事業内容や事業の対象区域等を整理した美里公園の魅力向上に係る基本方針（素案）

を基に、以下に示す項目について対話を実施した。 

 

●公園施設について 

  市が想定する施設に関する提案 

  上記以外の提案 

●事業方式について 

  本市が想定する事業方式への参画可能性 

  事業方式等に関する提案 

●地域との連携・協力について 

  地域住民との交流を図るイベントの開催（自治会との連携・協力など）について 

  自主事業について 

●その他 

  行政に期待する支援、配慮事項等 

  本件と類似した事業実績 
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図表 3-1 サウンディング調査時に示した事業内容 

項目 内容 

事業方式 ・Park-PFI 

公募対象公園施設 ・便益施設（飲食店や売店） 

⇒地域の生産者と連携した便益施設の整備・運営（屋内スペ

ースでのマルシェ） 

⇒駐車場 

・その他、公園利用者の利便性向上に資する施設（自由提案） 

特定公園施設 ・休憩所・ベンチ（東屋やパーゴラ、緑陰施設等） 

・屋根付舞台（自主事業や地域イベントにて活用できるもの） 

・駐車場 

・その他、公園利用者の利便性向上に資する施設（自由提案） 

地域との連携・協

力 

・地域住民との交流を図るイベントの開催（自治会との連携・

協力など） 

 

 

図表 3-2 サウンディング調査時に示した事業の対象区域 
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３ 実施スケジュール 

実施スケジュールを以下に示す。サウンディング調査は実施要領等を市ホームペー

ジ等に掲載後、現地説明会を行い、事前サウンディングシートを提出いただいた上で

実施した。 

 

図表 3-3 実施スケジュール 

項目 時期 

実施要領の公表 令和７年 12 月 1 日（月） 

現地説明会の申込期限 令和７年 12 月 8 日（月） 

現地説明会の実施 令和７年 12 月 10 日（水） 

民間事業者からの質問受付期限 令和７年 12 月 12 日（金） 

質問への回答 令和７年 12 月 17 日（水） 

サウンディング参加申込期限 

（エントリーシートの提出期限） 
令和７年 12 月 19 日（金） 

事前サウンディングシート等の提

出期限 
令和８年 1月 14 日（水） 

サウンディングの実施 令和８年１月 19 日（月）～23日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-4 各種媒体によるサウンディング調査の掲載  

市ホームページ Park-PFI 推進支援ネットワーク 



 

80 

●使用したサウンディング資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-5 実施要領(1/3)  
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図表 3-6 実施要領(2/3)  
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図表 3-7 実施要領(3/3) 
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図表 3-8 基本方針（素案）（1/2） 
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図表 3-9 基本方針（素案）（2/2） 
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図表 3-10 別紙１【現地説明会参加申込書】 

図表 3-11 別紙２【質問書】  
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図表 3-12 別紙３【エントリーシート】 

図表 3-13 別紙４【事前サウンディングシート】（1/2）  
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図表 3-14 別紙４【事前サウンディングシート】（2/2）  
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第２節 調査の結果 

１ 参加事業者 

サウンディングの参加事業者は４社であり、不動産、事業企画運営、食品製造・販売

等の業種であった。 

 

２ 結果の概要  

（１）美里公園について 

美里公園のポテンシャルや市場性、事業参画上の課題に対する評価や印象 

・周辺人口、周辺環境や交通面など、市街地の中心に位置する特性を踏まえ、高い市場性

を評価しており、参画意向が確認された。 
・駐車場用地の確保が課題となることを確認できた。 
 

（２）公園施設について 

①公募対象公園施設 

市が想定する便益施設（飲食店や売店等）への対応 

・前向きな姿勢を確認できた。 
地域の生産者と連携した便益施設（屋内スペースでのマルシェ）への対応 

・整備に前向きな姿勢を示す事業者がいる一方で、運営方法や収益性への懸念から、マル

シェの定義に柔軟な解釈を求める意見もあった。 
駐車場の規模、配置の考え方等 

・当公園での公募対象公園施設として最低限必要な駐車台数は、建築面積 300 ㎡の場合で

40～50 台、建築面積 165 ㎡の場合で 15～20 台との認識であった。 

・扇形広場には公園のエントランス機能を重視する意見があった。 

・必要駐車台数およびエントランス機能の確保には、現在の提案可能エリアでは収まらな

いことが確認できた。 

・乗入箇所は、最低でも 2 箇所必要とする意見が確認できた。 

・店舗利用者と公園利用者も駐車できるとした場合、管理運営上の懸念を示す意見があっ

た。 

・公園使用料の対象に駐車場部分は含めないでほしい（建物部分のみ）という意見があっ

た一方、店舗専用駐車場であれば公園使用料の対象範囲に含めることに理解を示す意見

もあった。 
その他、公募対象公園施設に関する提案・アイデア等 

・子育て世代を対象とした室内遊び場の意見があった。 
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②特定公園施設 

市が検討している事業内容、特定公園施設に関する提案・アイデア等 

・駐車場の整備は、いずれの事業者も前向きな姿勢を確認できた。 
・休憩所やベンチの機能は、公募対象公園施設としても確保できるとの意見があった。 
・屋根付き舞台は、利用頻度やイニシャルコスト、ランニングコストなどから、常設の特

定公園施設として整備する意義を見出せないとの意見があった。 
 

（３）事業方式について 

現在の事業方式（Park-PFI）での参画可能性 

・すべての事業者から Park-PFI での参画に関心がある意向が確認できた。 

Park-PFI 以外の事業方式について 

・設置管理許可は、投資回収に要する期間（最長 10 年）の観点から、積極的に希望する事

業者はなかった（Park-PFI は最長 20 年）。 

・Park-PFI と指定管理の組合せも、積極的に希望する事業者はなかった。 
公募対象公園施設の収益還元の考え方、費用負担等 

・現段階では、負担額は示されなかった。 
・還元先について、季節や天候を問わず活用できる「大屋根空間」の整備が効果的である

との意見があった。 
・還元の在り方については、柔軟な解釈を求める声があった。 
 

（４）地域との連携・協力について 

地域住民との交流を図るイベントの開催（自治会との連携・協力など）や自主事業の実施

可能性 

・地域交流のイベント開催は可能であるとの意見が確認できた。 
地域行事の際の公募対象公園施設内駐車場敷地の提供可能性 

・テナント事業者との契約に影響するため、内容を公募条件に明記してほしいとの意見が

あった。 

（５）その他 

行政に期待する支援や配慮事項 

・提案の余地をもたせて、参画しやすい公募要件を求める意見があった。 
・駐車場が公園利用者と兼用駐車場となる場合については、公園使用料の減額を求める意

見があった。 
・その他、事業の安定性のための費用負担への配慮やイベント時の広報活動支援を求める

意見も寄せられた。 
・本公募に向けて継続的な対話を求める意見があった。 
事業期間及びスケジュールについて 

・概ね妥当であり、事業期間は長いほうが投資しやすいとの認識であった。 
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事業の対象区域について 

・駐車台数確保の観点から、提案可能エリアを広げてほしいとの意見があった。 
 

３ サウンディングのまとめ 

サウンディング調査により明らかとなった美里公園の市場性、公募に向けたアイデ

ア等を以下に示す。 

 

・美里公園の立地の良さを確認できた一方で、事業参画に当たり、駐車台数の確保が課題

であることが確認できた。 

・公募対象公園施設（飲食店や売店等）の立地可能性は確認できた一方で、マルシェの解

釈（定義）を幅広くした方が提案しやすいことが確認できた。 

・特定公園施設は、求める機能を公募対象公園施設でも確保できることを確認できた。併

せて、事業者による収益還元は、柔軟な解釈を求める意見もあった。 

・事業手法は、Park-PFI での参画可能性があることを確認できた。 
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第３節 先進事例調査 

１ 目的 

利用者ニーズ調査やサウンディング調査により明らかになった課題のうち、駐車場

の確保及び地域との交流の２つの課題解決に向けて参考となる事例を調査した。具体

的には、近隣公園の官民連携手法において、駐車場を求めている事例や地域との交流

に取り組んでいる事例を整理した。 

 

２ 調査結果 

（１）大門公園（大阪府岸和田市） 

○近隣公園において、Park-PFI により駐車場を特定公園施設として求めている 

○整備した駐車場の管理を認定計画提出者に求めている 

 

募集対象 

 

設置等予定者候補の選定済み 

事業手法 Park-PFI 

公園種別（面積） 近隣公園（2.0ha） 

公
募
内
容 

公募対象公

園施設 

任意提案（休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施

設、展望台又は集会所に該当するもの） 

（条件等） 一時避難地として地域住民の避難場所となる機能の確保 

特定公園 

施設 
必須施設:賑わい広場、駐車場、植栽、照明施設等 

（条件等） 賑わいゾーンの必須施設：駐車場等 

その他 認定計画提出者による特定公園施設の維持管理 

結果の概要 
パークゴルフ場、イベント広場、クラブハウス（トイレ含む）

の整備、日常的な防災訓練の実施等を提案した事業者を選定 

出典：岸和田市 HP（https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/132-daimon-parkpfi.html） 

http://#
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図表 3-15 選定事業者の提案概要書 

出典：岸和田市 HP（https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/132-daimon-parkpfi.html） 

http://#
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（２）今村近隣公園（宮崎県宮崎市） 

○近隣公園において、Park-PFI により駐車場を特定公園施設として求めている 

○面積、台数要件を示したうえで、公募対象公園施設として店舗専用駐車場の整備を

認めている 

○公募対象公園施設の駐車場のうち、飲食店等の利用がない時間帯における一般公園

利用者の利用については、市と協議の上で対応することとしている 

 

位置図 

 

設置等予定者候補の選定済み 

事業手法 Park-PFI 

公園種別（面積） 近隣公園（1.3ha） 

公
募
内
容 

公募対象公

園施設 

任意提案（休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施

設等に該当するもの） 

（条件等） 

駐車場及び自転車駐車場を設ける場合：特定公園施設の駐車

場及び自転車駐車場と合わせて 1,300 ㎡以内 

店舗専用駐車場の整備：可能 

特定公園 

施設 
必須施設：芝生広場（2,500 ㎡以上）、駐車場等の整備 

（条件等） 

特定公園施設に必要な駐車場台数：10 台以上 25台以下 

公募対象公園施設の駐車場のうち、飲食店等での駐車場利用

がない時間帯における一般公園利用者の利用は市と協議 

その他 指定管理による公園の一体管理 

結果の概要 
サウナ・水風呂、カフェ、バスケットコート、築山等の整備を

提案した事業者を選定 

出典：宮崎市 HP（https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/private_consignment/400818.html） 

http://#
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図表 3-16 選定事業者の提案概要書 

出典：宮崎市 HP（https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/private_consignment/400818.html） 

http://#
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（３）千里中央公園（大阪府豊中市） 

○設置管理許可により既存施設を活用した収益施設を整備している 

○施設の整備だけでなく、地域に開かれた LABO スペースを設け、地域住民同士の交

流、公園に足を運ぶきっかけになるようなプログラムを展開している 

 

再整備のイメージ 

事業者選定済み 

事業手法 設置管理許可（提案・協議を経て決定） 

公園種別（面積） 総合公園（14.2ha） 

公
募
内
容 

実施事業① 収益施設の整備・運営 

（条件等） 
千里中央公園の憩いや賑わいの拠点となる施設として、飲食

店舗など収益施設の整備及び運営事業の提案 

実施事業② 公園の活性化事業の実施 

（条件等） 公園の新たな使用方法やイベントなどの提案 

実施事業③ 公園自動車駐車場の管理・運営 

（条件等） 
千里中央公園自動車駐車場のうち、体育館北側・南側の有料駐

車場の運営内容及び管理許可使用料の提案 

その他 

事業期間内に北摂で最も人気の総合公園になるための事業目

標（KGI）を達成するためのプロセスを評価する指標（KPI）と

重要管理項目（CSF）の設定、目標達成の管理運営方法の提案 

結果の概要 

旧公園管理事務所を活用したコミュニティカフェ（飲食店、コ

ンビニ、コミュニティスペース「LABO」）の整備、地域住民同

士の交流、公園に足を運ぶきっかけになるような活性化プロ

グラムの企画・運営等を提案した事業者を選定 

出典：豊中市 HP

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jigyosya/proposal/kekka/reiwa3/a0010600300000.html） 

http://#
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図表 3-17 選定事業者の提案概要書 

出典：豊中市 HP

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/kouen_torikumi/kouminrenkei/senrityuou_saiseibi/a0

0106003000000.html） 

http://#

